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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体集積回路素子と、該半導体集積回路素子と電気的に接続され外部と電気的接続を行
うための複数のリード端子と、を備えた樹脂セルパッケージと、
　該樹脂セルパッケージを搭載し、外部と電気的接続を行うための複数のコネクタ端子と
、前記複数のリード端子とそれぞれ接続される複数の接点電極と、該複数の接点電極と前
記複数のコネクタ端子とを各々接続する複数の導電性配線と、が具備された外装パッケー
ジにより構成された半導体装置において、
　前記外装パッケージは、少なくとも２つのグループの前記複数の接点電極を備え、前記
外装パッケージの前記複数の接点電極と前記複数のコネクタ端子とを接続する前記導電性
配線は、前記複数の接点電極の各グループに対して前記複数のコネクタ端子との接続の組
み合わせ順序を変えて設置されおり、前記複数のリード端子と前記複数の接点電極の複数
あるグループの内のいずれか１つとが接続されたことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記複数の接点電極すべてが、同一平面上に形成されたことを特徴とする請求項１に記載
の半導体装置。
【請求項３】
前記複数の導電性配線同士が、前記複数の接点電極から前記複数のコネクタ端子に至る間
に立体的に交差して、前記複数の接点電極の配列順序と前記複数のコネクタ端子の配列順
序とが変えられていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
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【請求項４】
前記複数の導電性配線が、前記複数の接点電極と同一平面上に構成されていることを特徴
とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項５】
前記複数のリード端子が、電源端子と出力端子と接地端子の３つの端子で構成されており
、前記複数のコネクタ端子が電源端子と接地端子と出力端子の３つの端子で構成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項６】
前記複数のリード端子が、電源端子、出力端子、接地端子の３つの端子で構成されており
、前記複数のコネクタ端子が電源端子と接地端子と出力端子の３つの端子で構成されてお
り、前記３つのリード端子は電源端子、出力端子、接地端子の順に配置され、前記３つの
コネクタ端子は出力端子、接地端子、電源端子の順に変換される請求項１に記載の半導体
装置。
【請求項７】
前記外装パッケージは樹脂成型により形成され、前記導電性配線と前記接点電極が前記外
装パッケージの樹脂インサート成型によって設置されることを特徴とする請求項１に記載
の半導体装置。
【請求項８】
前記半導体集積回路素子が物理量センサエレメントを有していることを特徴とする、請求
項１に記載の半導体装置。
【請求項９】
前記樹脂セルパッケージには、さらに物理量センサエレメントを備えており、前記半導体
集積回路素子と前記物理量センサエレメントとが電気的に接続されていることを特徴とす
る請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１０】
前記物理量センサエレメントが圧力センサエレメントであることを特徴とする、請求項８
または９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
前記半導体集積回路素子の特性のトリミングを前記樹脂セルパッケージの状態に組立てた
後に行い、トリミング後に前記外装パッケージに搭載することを特徴とする請求項１に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
前記物理量センサエレメントの出力特性のトリミングを前記樹脂セルパッケージの状態に
組立てた後に行い、トリミング後に前記外装パッケージに搭載することを特徴とする請求
項８または９のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
前記圧力センサエレメントの出力特性のトリミングを前記樹脂セルパッケージの状態に組
立てた後に行い、トリミング後に前記外装パッケージに搭載することを特徴とする請求項
１０に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置のインターフェースに関するものであり、上位アプリケーショ
ンとのインターフェース条件に容易に対応が可能な半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図７は、半導体集積回路素子と半導体集積回路素子を搭載するパッケージからなる半導
体装置の要部平面図である。
　半導体集積回路素子９１上の電極パッド９２の配列順序とパッケージ９５から引き出さ
れるリード端子９３の配列順序は図７（ａ）、図７（ｂ）のように同一であることが一般
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的である。しかし、この半導体装置と接続する上位システムとのインターフェースに関し
ては、上位システムの都合により端子の配列順序がユーザによって異なる場合があり、図
７（ａ）、図７（ｂ）のようにそれぞれのユーザに対して端子配列順序を対応させた半導
体集積回路素子９１を作製する場合、半導体集積回路素子９１の共通化が図れないという
問題があった。
【０００３】
　半導体集積回路素子の共通化が図れないことは即ち、半導体集積回路素子を作製する度
に半導体集積回路素子の性能及び信頼性の評価といった開発のリードタイム、コストがか
かる上、製造ラインでの識別流動や段取り替えが発生し、生産性に悪影響が生じる。更に
、近年では半導体装置のＥＭＣ（Electro Magnetic Compatibility）耐性（電磁ノイズ耐
性やサージ耐性）の要求も高まってきている。このＥＭＣ耐性は、半導体集積回路素子上
の電極パッドの配置や配線のレイアウトに対して非常に敏感であるため、ＥＭＣ対策の設
計は、素子の試作・評価の繰返しにより行われる。よって、ＥＭＣ対策の設計を含め、端
子配列順序が異なるユーザごとに半導体集積回路素子を設計、開発することはリードタイ
ム、コスト面でリスクを伴う。
【０００４】
　一方、パッケージの形状についても、コネクタの形状やコネクタ端子間の距離、パッケ
ージ容積の小型化などユーザの要望が多様化し、パッケージの共通化が困難な状況になっ
ている。その為、半導体集積回路素子をセルパッケージと呼ばれる共通の形状の小型パッ
ケージに組立てて、回路の特性をトリミングし、その後、その共通セルパッケージをユー
ザの望む形状の外装パッケージに組み込むといった、製造方法が行われている。この方法
により製造工程を可能な限り共通化して、コスト、品質面でのロスを抑制し、幅広いアプ
リケーションに対応している。
【０００５】
　具体的な従来例について、半導体圧力センサを例に挙げ以下に述べる。
　図８は、圧力センサセルの概略図で、同図（ａ）は、概略平面図、同図（ｂ）は、同図
（ａ）のＡ－Ａ´線における概略断面図である。
　図８の圧力センサセル８０は、例えば、エンジンのインテークマニホールドなどに用い
られるセンサの一例である。圧力を受けて歪みに変換する４つのピエゾ抵抗素子によるホ
イートストーンブリッジ（図示せず）と、外部からの電源を導入するための電源用電極パ
ッド（図示せず）と、外部から接地電位を導入するための接地電位電極パッド（図示せず
）が半導体集積回路素子１２上に形成されている。また、ホイートストーンブリッジから
の出力は半導体集積回路素子１２に内蔵された増幅回路（図示せず）によって信号が増幅
され、増幅された信号は同じく半導体集積回路素子１２上に形成された、外部へのセンサ
信号を出力するための出力電極パッド（図示せず）から素子外部に信号を出すことができ
る。また、半導体集積回路素子１２上には、前記増幅回路などの特性をトリミングするた
めの信号を入出力するトリミング用電極パッド（図示せず）を形成されている。この半導
体集積回路素子１２が、静電接合によってガラス台座１３に接合されて圧力検出エレメン
ト１０を構成し、圧力検出エレメント１０は、外部から電源を導入するための電源用リー
ド端子２１、外部から接地電位を導入するための接地電位リード端子２３、外部へセンサ
信号を出力する出力用リード端子２２および回路特性のトリミング用端子２４をインサー
ト成型により配置した樹脂セルパッケージ２０の内側に接着剤によって固定されて格納さ
れている。これらの半導体集積回路素子１２と樹脂セルパッケージ２０とは、それぞれ電
源用電極パッドと電源用リード端子２１、接地電位電極パッドと接地電位リード端子２３
、出力電極パッドと出力用リード端子２２、トリミング用電極パッドとトリミング用リー
ド端子２４が、ＡｌあるいはＡｕによるボンディングワイヤ２６によって接続されている
。さらに、圧力検出エレメント１０およびボンディングワイヤ２６を保護するようにゲル
部材２７を充填する。図８では、トリミング用リード端子２４は、切断後の形状を示して
いる。圧力センサ装置では、トリミング用リード端子２４は不要であるため、回路特性の
トリミング後に切断する。この圧力センサセル８０はさらに、図９に示す外装パッケージ
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４０に搭載されて、コネクタ端子４５、４６、４７により外部との電気的接続を行う。
【０００６】
　図９は、圧力センサ装置の概略図であり、同図（ａ）は概略平面図で、同図（ｂ）は、
同図（ａ）のＢ－Ｂ´線における概略断面図である。
　図８で示した圧力センサセル８０が、電源用接点電極４１とセンサ出力用接点電極４２
と接地電位接点電極４３を具備した外装パッケージ４０に組み込まれ、電源用端子２１と
電源用接点電極４１、接地電位端子２３と接地電位接点電極４３、出力用リード端子２２
とセンサ出力用接点電極４２をそれぞれ溶接により接続した後、図示しないキャップによ
り密閉する。
【０００７】
　このような従来例の場合、半導体集積回路素子１２上の電極パッドの配列順序と圧力セ
ンサセル８０の電源用リード端子２１、出力用リード端子２２、接地電位リード端子２３
の配列順序は同じであり、また、圧力センサセル８０を組み込んだ外装パッケージ４０に
おいても、コネクタ端子４５、４６、４７の端子配列は半導体集積回路素子１２上のパッ
ドの配列順序と同じになる。その為上位システムのコネクタ受け側の端子配列順序が変わ
る場合、半導体集積回路素子１２上の電極パッドの配列順序を変えた半導体集積回路素子
１２を設計したり、半導体集積回路素子１２と圧力センサセル８０のリード端子２１、２
２、２３とを接続する接続手段をクロスさせて配線させたりしていた。
【０００８】
　或いは、リード端子２１、２２、２３に工夫を凝らし、半導体集積回路素子１２上の電
極パッドとのワイヤボンディングの接続位置を打ち分けることによって、端子配列順序を
変換していた。例えば、特許文献１では、半導体圧力センサ素子上のボンディングパッド
とパッケージのリードフレームとの間のワイヤボンディングについて、パッケージのイン
ナーリードの一部を延長して配置し、インナーリード側のワイヤボンディングの位置を打
ち分けることにより、パッケージから引き出されるリード端子の配列順序を変換している
。また、特許文献２では、絶縁支持基板上に予め少なくとも２つの導電パターンを用意し
、半導体素子との接続の際に、ワイヤボンディングを打ち分けることにより、端子の順序
配列を切り替えている。
【特許文献１】特開平6-186104号公報（図６、図７）
【特許文献２】特開2003-152009号公報（図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述の従来例のように、ワイヤボンディングをクロスしたり、ボンディング位置を変え
たりすると、ワイヤのループ長さ及びワイヤネック部の角度の変化が生じ、ワイヤ間のシ
ョートやワイヤの断線に至る不具合が生じる。特に自動車用の圧力センサのようにワイヤ
がゲル部材などの柔らかい部材で保護されるのみであり、振動が発生する環境下で使用す
るものでは、前記不具合が顕著である。
【００１０】
　また、生産工程においてもボンディング位置の変更に伴う段取り替えや、上述したボン
ディングワイヤの信頼性確保のためにボンディングの条件出しが必要になり、生産性にも
悪影響を与える。
　また、圧力センサセル８０のような、半導体集積回路素子とリード端子を備えたセルパ
ッケージでは、パッケージに組立てた後にその特性を補正するトリミングを行う場合があ
る。トリミングは、樹脂セルパッケージから引き出されたリード端子にプローブもしくは
ソケットを接続して電源を供給し、出力特性をモニタしながら行うのが一般的であるが、
上述の通りワイヤボンディングで端子配列を変えてしまうと、トリミング装置側のプロー
ブもしくはソケットの端子の配列もセルパッケージのリード端子配列の仕様毎に都度変え
なければならず、トリミング装置の改造や製造時の段取り替えのロスが生じる。
【００１１】
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　この発明の目的は、前記の課題を解決して、安価で、信頼性が高く、幅広いアプリケー
ションに適用可能な半導体装置およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記の目的を達成するために、半導体集積回路素子と、該半導体集積回路素子と電気的
に接続され外部と電気的接続を行うための複数のリード端子と、を備えた樹脂セルパッケ
ージと、該樹脂セルパッケージを搭載し、外部と電気的接続を行うための複数のコネクタ
端子と、前記複数のリード端子とそれぞれ接続される複数の接点電極と、該複数の接点電
極と前記複数のコネクタ端子とを各々接続する複数の導電性配線と、が具備された外装パ
ッケージにより構成された半導体装置において、前記外装パッケージは、少なくとも２つ
のグループの前記複数の接点電極を備え、前記外装パッケージの前記複数の接点電極と前
記複数のコネクタ端子とを接続する前記導電性配線は、前記複数の接点電極の各グループ
に対して前記複数のコネクタ端子との接続の組み合わせ順序を変えて設置されおり、前記
複数のリード端子と前記複数の接点電極の複数あるグループの内のいずれか１つとが接続
された半導体装置とする。
【００１３】
　また、前記複数の接点電極すべてが、同一平面上に形成された半導体装置とする。
　また、前記複数の導電性配線同士が、前記複数の接点電極から前記複数のコネクタ端子
に至る間に立体的に交差して、前記複数の接点電極の配列順序と前記複数のコネクタ端子
の配列順序とが変えられている半導体装置とする。
　また、前記複数の導電性配線が、前記複数の接点電極と同一平面上に構成されている半
導体装置とする。
【００１４】
　また、前記複数のリード端子が、電源端子と出力端子と接地端子の３つの端子で構成さ
れており、前記複数のコネクタ端子が電源端子と接地端子と出力端子の３つの端子で構成
されている半導体装置とする。
　また、前記複数のリード端子が、電源端子、出力端子、接地端子の３つの端子で構成さ
れており、前記複数のコネクタ端子が電源端子と接地端子と出力端子の３つの端子で構成
されており、前記３つのリード端子は電源端子、出力端子、接地端子の順に配置され、前
記３つのコネクタ端子は出力端子、接地端子、電源端子の順に変換される半導体装置とす
る。
【００１５】
　また、前記外装パッケージは樹脂成型により形成され、前記導電性配線と前記接点電極
が前記外装パッケージの樹脂インサート成型によって設置される半導体装置とする。
　また、前記半導体集積回路素子が物理量センサエレメントを有している半導体装置とす
る。
　また、前記樹脂セルパッケージには、さらに物理量センサエレメントを備えており、前
記半導体集積回路素子と前記物理量センサエレメントとが電気的に接続されている半導体
装置とする。
【００１６】
　また、前記物理量センサエレメントが圧力センサエレメントである半導体装置とする。
　また、前記半導体集積回路素子の特性のトリミングを前記樹脂セルパッケージの状態に
組立てた後に行い、トリミング後に前記外装パッケージに搭載する半導体装置の製造方法
とする。
　また、前記物理量センサエレメントの出力特性のトリミングを前記樹脂セルパッケージ
の状態に組立てた後に行い、トリミング後に前記外装パッケージに搭載する半導体装置の
製造方法とする。
【００１７】
　また、前記圧力センサエレメントの出力特性のトリミングを前記樹脂セルパッケージの
状態に組立てた後に行い、トリミング後に前記外装パッケージに搭載する半導体装置の製
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造方法とする。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、1つの素子で複数の端子配列順序に対応できるため、素子の共通化
が図れ、開発コスト、リードタイムの削減ができる。
　また、半導体集積回路素子とセルパッケージのリード端子との間の接続手段の配列順序
が変わらず、ワイヤボンディングの位置を変えずに済むので、製造時の段取り替え、条件
出しが不要であり、ワイヤボンディングの信頼性を一定のレベルで維持できる。
【００１９】
　更に、半導体集積回路の特性を上述のセルパッケージに組立ててトリミングを行う場合
、セルパッケージのリード端子の配列順序が変わらないため、共通のトリミング装置でト
リミングでき、同一の生産ラインで大量生産が可能となる。
　以上の効果により、安価で、信頼性が高く、幅広いアプリケーションに適用可能な半導
体装置及びその製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、半導体集積回路素子上の電極パッドの配列順序や半導体集積回路素子とリー
ド端子間のワイヤボンディングを打つ位置を変えることなしに、外装パッケージのコネク
タ部におけるコネクタ端子の配列順序を切り替えるものである。
　圧力センサ装置を例に挙げ以下に述べる。
実施の形態１
　図１は、本発明における実施の形態１の要部斜視図であり、外装パッケージに具備され
たリードフレームの一例である。
【００２１】
　このリードフレーム６０は３つの部材６１、６２、６３からなり、それぞれ打ち抜き工
程とプレス曲げ工程により作成される。さらに、リードフレーム６０は、接点電極７１（
７１ａ、７１ｂ、７１ｃ）と、接点電極７２（７２ａ、７２ｂ、７２ｃ）と、コネクタ端
子７３、７４、７５と、コネクタ端子７３、７４、７５と接続される導電性配線７６（７
６ａ、７６ｂ）、７７（７７ａ、７７ｂ）、７８（７８ａ、７８ｂ）が設けられている。
【００２２】
　接点電極７１、７２と各コネクタ端子７３、７４、７５とを結ぶ導電性配線７６、７７
、７８が立体的に交差する交差部７９を有する。よって、接点電極７１、７２の配列順序
は、７１ａが７３、７１ｂが７４、７１ｃが７５とそれぞれ接続され、コネクタ端子７３
、７４、７５の配列順序にそのまま反映されるが、接点電極７２の配列順序は、７２ａが
７４、７２ｂが７３、７２ｃが７５とそれぞれ接続され、７２ａ、７２ｂの配列順序とコ
ネクタ端子７３、７４の配列順序が入れ替わるようになっている。
【００２３】
　図２は、本発明における実施の形態１の要部斜視図であり、図１で示したリードフレー
ム６０に図８で示した圧力センサセル８０を組み付けた一例である。
　接点電極７１ａに電源用リード端子２１を、接点電極７１ｂに出力用リード端子２２を
、接点電極７１ｃに接地電位リード端子２３をそれぞれ溶接して電気的導通をとることに
よって、コネクタ端子７３が電源端子に、コネクタ端子７４が出力端子に、コネクタ端子
７５が接地端子になる。
【００２４】
　図３は、本発明における実施の形態１の要部斜視図であり、図１で示したリードフレー
ム６０に図８で示した圧力センサセル８０を組み付けた一例である。
　図３に示すように圧力センサセル８０を図２における向きと１８０度回転させて組付け
、接点電極７２ａに接地電位リード端子２３を、接点電極７２ｂに出力用リード端子２２
を、接点電極７２ｃに電源用リード端子２１をそれぞれ溶接して電気的導通をとると、コ
ネクタ端子７３が出力端子に、コネクタ端子７４が接地端子に、コネクタ端子７５が電源
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端子になる。
【００２５】
　以上に述べたとおり、圧力センサセル８０の搭載する向きを変えて、接点電極７１、７
２の内からいずれか１つを選択して、その接点電極と圧力センサセル８０から引き出され
るリード端子２１、２２、２３と接続することによって、外装パッケージの端子７３、７
４、７５の配列順序が２通りに切り替えられる。
　図４は、本発明における実施の形態１の概略図であり、圧力センサ装置について示し、
同図（ａ）は、平面図、同図（ｂ）は、同図（ａ）のＣ－Ｃ´線での断面図である。
【００２６】
　外装パッケージ３０は、樹脂成型により形成され、圧力センサセル８０を収納する収納
部３１と、圧力センサセル８０をその向きを変えて搭載可能である搭載部３２と、圧力導
入口３３と、コネクタ部３４と、取り付け部３５と、図５に示すようなキャップ３６およ
び図１で示したリードフレーム６０とを備え、リードフレーム６０はインサート成型され
ており、収納部３１に接点電極７１および接点電極７２が露出し、コネクタ部３３にコネ
クタ端子７３、７４、７５が露出している。導電性配線７６、７７、７８は、外装パッケ
ージ３０の内部に埋め込まれている。
【００２７】
　図４では、図２と同様に、接点電極７１とリード端子２１、２２、２３が接続されてい
る。
　図５は、本発明における実施の形態１の概略断面図であり、圧力センサ装置について示
し、図４（ｂ）に対応するものである。
　図５では、外装パッケージ３０は、図４に示したものと同じであるが、図４（ｂ）と異
なる点は、図３と同様に、接点電極７２とリード端子２１、２２、２３が接続されている
点である。
【００２８】
　図４および図５で示したように、外装パッケージ３０に、接点電極を複数グループ（７
１、７２）設け、その内の１つを選択して、圧力センサセル８０のリード端子２１、２２
、２３を接続できるため、同一の圧力センサセル８０を用いて、２つのコネクタ端子の配
列順序に対応することができる。
実施の形態２
　図６は、本発明の実施の形態２を示す図であり、同図（ａ）、（ｂ）は、リードフレー
ムに図８で示した圧力センサセル８０を組み付けた平面図であり、同図（ａ）は、接点電
極７１にリード端子２１、２２、２３を接続した場合を示し、同図（ｂ）は、接点電極７
２にリード端子２１、２２、２３を接続した場合を示し、同図（ｃ）は、同図（ａ）のＤ
－Ｄ´における圧力センサ装置の要部概略断面図である。
【００２９】
　圧力センサセル８０から引き出され、外装パッケージ３０に具備された接点電極７１と
接続するリード端子２１、２２、２３を図６（ｃ）のように曲げて形成されている。この
ようにすることにより、外装パッケージ３０の複数の導電性配線７６（ｂ）、７７（ｂ）
、７８（ｂ）を、各接点電極と同一平面上に構成することができる。これにより、外装パ
ッケージ３０のリードフレーム６０のプレス曲げ工程が省略でき、導電性配線７６、７７
、７８の引き回しを簡略化出来る。
【００３０】
　以上の実施の形態１、２では、半導体集積回路素子は、圧力検出エレメントを集積した
半導体集積回路について説明したが、圧力検出エレメントが他の物理量を検出するエレメ
ントであっても同様に本発明を適用できる。また、圧力検出エレメントまたは他の物理量
を検出するエレメントが半導体集積回路素子と別の検出素子としてセルパッケージ内に配
置されるものでもよい。その場合は、検出素子と半導体集積回路素子とを電気的に接続す
る手段が必要となる。また、樹脂セルパッケージ内に検出素子を含まない半導体集積回路
素子においても適用可能である。その場合、樹脂セルパッケージは、半導体集積回路素子
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【００３１】
　また、実施の形態１、２では、接点電極を２つのグループとした場合について示したが
、３つ以上のグループであってももちろん構わない。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明における実施の形態１の要部斜視図
【図２】本発明における実施の形態１の要部斜視図
【図３】本発明における実施の形態１の概略図
【図４】本発明における実施の形態１の概略図
【図５】本発明における実施の形態１の概略図
【図６】本発明における実施の形態２の概略図
【図７】半導体集積回路素子と半導体集積回路素子を搭載するパッケージからなる半導体
装置の要部平面図
【図８】圧力センサセルパッケージの概略図
【図９】圧力センサ装置の概略図
【符号の説明】
【００３３】
　２０　　樹脂セルパッケージ
　３０　　外装パッケージ
　６０　　リードフレーム
　７１、７２　　接点電極
　７３、７４、７５　　コネクタ端子
　７６、７７、７８　　導電性配線
　７９　　交差部
　８０　　圧力センサセル
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